
Ⅳ章 推進体制と計画の進行管理 

 
１．推進体制 

 
 食育の推進は、健康、農業、食品衛生、保育、学校そして消費者教育など様々な分野が

連携・協働して取り組んで行くことが重要です。地域に定着した食育推進および他団体と

の総合的な推進を展開することが、地域力の向上につながります。市、関係団体および市

民が協働で、それぞれの役割を認識して食育を推進し、ネットワーク化を図り総合的に食

育の取り組みを進めます。 
 図 11  食育の推進体制 
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東大阪市食生活改善推進協議会 
東大阪地域活動栄養士会 
東大阪市消費者団体協議会 
東大阪市私立保育会 
東大阪市 PTA協議会 
東大阪市農業委員会 
JAグリーン大阪・JA大阪中河内 
東大阪市集団給食研究会 
(社)東大阪市東歯科医師会・東大阪市西歯科医師会 
大阪樟蔭女子大学・東大阪大学 
(社)大阪食品衛生協会東大阪市東･中･西支部  等 

消費生活センター 
農政課 
保育課 
高齢介護課 
保健所食品衛生課 
保健所健康づくり課 
学校教育推進室 
学校給食課  等 

 

２．進行管理等 
本計画に係る取り組みについては、「食育推進ネットワーク会議」で毎年報告するととも

に、市広報紙「市政だより」及び市ホームページ等において随時公表します。計画期間中

に必要が生じた場合には、見直しを行うこととします。 
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